
平
成
二
十
四
年
内
閣
府
・
経
済
産
業
省
令
第
八
号

経
済
産
業
省
関
係
総
合
特
別
区
域
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
命
令

総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
省
関
係
総
合
特
別
区
域
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
命
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
の
特
例
）

第
一
条
　
総
合
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
指
定
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
が
、
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
地
域
活
性
化
事
業

と
し
て
、
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
ガ
ス
融
通
事
業
（
一
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
地
域
内
の
事
業
者
が
そ
の
製
造
す
る
ガ
ス
（
当
該
一
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
地
域
内
の
事
業
者
が
自
ら
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
当
該
一
の
コ
ン
ビ
ナ
ー

ト
地
域
内
の
他
の
事
業
者
に
融
通
す
る
事
業
を
い
う
。
）
を
定
め
た
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
計
画
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
（
法

第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
一
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
地
域
内
の
他
の
事
業
者
は
、
当
該
一
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
地
域
内
の
事

業
者
と
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）
第
百
六
十
七
条
に
規
定
す
る
密
接
な
関
係
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
特
例
）

第
二
条
　
指
定
地
方
公
共
団
体
が
、
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
地
域
活
性
化
事
業
と
し
て
、
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
畜
産
バ
イ
オ
マ
ス
高
効
率
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
事
業
（
家
畜
排
せ
つ
物
の
管
理
の
適
正
化

及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
家
畜
排
せ
つ
物
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
等
と
し
て
利
用
す
る
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
め
た
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
計
画
に
つ
い

て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
畜
産
バ
イ
オ
マ
ス
高
効
率
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
事
業
に
係
る
内
燃
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電

設
備
に
対
す
る
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
四
十
八
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
四
項
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
キ

ロ
ワ
ッ
ト
」
と
す
る
。

２
　
前
項
の
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
計
画
に
は
、
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
、
当
該
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
畜
産
バ
イ
オ
マ
ス
高
効
率
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
事
業
に
係
る
内
燃
力
を
原
動
力
と
す
る

火
力
発
電
設
備
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
・
経
済
産
業
省
令
第
三
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
一
月
一
八
日
内
閣
府
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
月
三
一
日
内
閣
府
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
四
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
三
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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